
 
国 立 の ぞ み の 園 

職 員 募 集 案 内 

（ 生 活 支 援 員 ） 
 

 

 

 

          

       独立行政法人   

            国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

          〒370-0865 

                    群馬県高崎市寺尾町 2120－2 

            電話（代 表）027－325-1501 

                （人事係）027－320-1310 

 



 

国立のぞみの園 職員（生活支援員）の募集について 

 

 国立のぞみの園は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合

的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査・研究等を行うことにより、知

的障害者の福祉の向上を図る総合的な福祉施設です。 

 利用者の介助及び援助等に携わる職員（生活支援員）を、次により募集します。 

 

 

１．応募資格 

  年齢が令和６年４月１日において３０歳未満であり、かつ下記のいずれか 

に該当する者 

① 厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の

養成施設を卒業した者（令和５年度中の卒業見込み者を含む） 

② 大学、短期大学又は専門学校において、社会福祉・心理・社会のいずれ

かに関する学部・研究科・学科を専攻又はこれに相当する課程を修めて

卒業した者（令和５年度中の卒業見込み者を含む） 

③ 介護福祉士養成施設又は指定保育士養成施設を卒業した者（令和５年度

中の卒業見込み者を含む） 

 ※応募資格について疑義がある場合は、総務部総務課人事係(TEL027-320-

1310)まで 

 

２．募集人員  若干名 

 

３．採用年月日 令和６年４月１日 

 

４．試験方法  ①一次審査（筆記試験）※合格者のみ二次審査へ 

         ・択一式試験（教養問題・専門問題）   80 分 

         ・小論文試験（社会福祉に関するテーマ） 90 分 

        ②二次審査（面接試験） 

         ・グループディスカッション    30 分程度 

・個別面接          1 人 20 分程度 

 



５．試験の日時・場所（予定） 

 （１）一次審査 ：令和 5 年 11 月 24 日（金）13:30～16:30（予定） 

 （２）二次審査 ：令和 5 年 12 月中旬 

（一次審査合格者に対し、追ってご連絡いたします。） 

    場  所 ：国立のぞみの園内 管理棟 2 階会議室又は文化センター 

 

６．結果通知   結果は本人に通知します。 

 

７．応募手続および受付期間 

（１）応募先（問い合わせ先） 

   〒370-0865 群馬県高崎市寺尾町 2120－2 

   国立のぞみの園 総務部総務課人事係 新井 義治  

   TEL 027－320-1310（直通） 

（２）受 付  

   令和 5 年 10 月 16 日（月）～11 月 15 日（水）12:00 必着 

（３）応募書類 下記書類を各一部まとめて提出してください。 

   ア 履歴書（写真を添付のこと） 

   イ 成績証明書 

   ウ 卒業（見込）証明書 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国立のぞみの園職員に関する案内 

 

１． 勤務場所 

施設の所在地および名称 

 群馬県高崎市寺尾町 2120－2 

 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

 

２． 勤務体制 

（１）勤 務  交替制勤務（平常・早番・遅番・夜勤の各勤務） 

（２）休 日 

   ア 変則 4 週 8 休（週休 2 日）、年末年始等の特別休暇 

   イ 年次有給休暇（労働基準法に準ずる） 

   ウ その他、夏季休暇、育児休暇、介護休暇等 

 

３． 身  分 

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の職員 

 

４． 給  与 

 （１）支給額  当法人職員給与規程によります。 

    モデル 大学卒業見込み者 基本給  約 244,000 円 

         内 訳  本  俸     約 191,000 円 

              調 整 額          約  39,000 円 

              地域手当          約  14,000 円 

 （２）諸手当  当法人職員給与規程に基づき支給されます。 

（３）昇 給  原則として、年 1 回定期昇給があります。 

 

５． 各種保険及び退職金 

 （１）社会保険   健康保険、厚生年金保険があります。 

 （２）労働保険  雇用保険、労災保険があります。 

 （３）退 職 金  勤務年数に応じて支給されます。 

 


